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第４章 計画の推進                      

 

 １ 推進体制                               
 

（１）県における推進体制 

本計画に基づく施策・事業は、知事を本部長とする「山梨県食の安全・食育推進本部」

のもと、庁内の推進体制を整備し、関係部局が連携・協力しながら総合的かつ計画的に進

めていきます。 

 

（２）県民運動としての食育推進体制 

関係する民間団体、行政機関等で構成する「山梨県食育推進協議会」を推進の中心に据

え、国、県、市町村、教育関係者、生産者、事業者等が協働して、様々な機会を通じて県

民に働きかけながら、県民運動として食育の実践を広げていきます。 

 

 

 ２ 関係者の役割                                
 

（１）県民 

県民一人ひとりが食育の実践主体として、家庭、学校、地域等、日常のあらゆる場面で

食に関する正しい知識と理解を深め、食を選択する力を育み、食の大切さへの意識を高め

ながら、健全な食生活の実現に努めます。 

また、心身の健康と豊かな人間性の育成を目指しながら食育活動に主体的に関わり、実

践していきます。 

 

（２）教育関係者等 

学校、保育所等の教育関係者等は、家庭や地域との連携を図りながら、子供たちの望ま

しい食習慣の形成に向けて、あらゆる機会を活かして積極的に食育を推進します。また、

食に関する指導を担う職員の資質向上や指導体制の充実にも取り組みます。 

 

（３）生産者・食品関連事業者等 

農林水産物の生産や食品の製造・加工・流通・販売、食の提供に関わる事業者等は、学

校や地域との連携を通じて、様々な体験機会や情報の提供、地産地消の推進等の取組を通

じて、積極的に食育活動に取り組みます。 

 

（４）ＮＰＯ等の民間団体 

地域と連携した活動を展開し、望ましい食習慣の啓発や体験活動の提供、食を通じた交

流や食文化の継承等、地域における食育の実践につながる効果的な取組を進めます。 
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（５）市町村 

地域に密着した食育の推進には、住民に身近な市町村の取組が重要です。地域の特性を

活かした市町村食育推進計画に基づき、住民や関係団体と連携しながら、地域に根ざした

食育活動を展開していきます。 

 

（６）県 

食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、県民による食育の取組を関

係機関・団体と連携しながら支援し促進していきます。 

 

 

 ３ 進行管理                              
 

本計画の推進にあたっては、施策の効果的・効率的な推進を図るため、毎年度、進捗状

況の把握と評価を実施し、適切な進行管理を行います。 

県は、計画の進捗状況や評価を「山梨県食の安全・安心審議会」に報告するとともに、

県ホームページを通じて公表します。 

また、必要に応じて計画の見直しを行い、その際は「山梨県食の安全・安心審議会」の

意見等を反映させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


